
電 気 需 給 契 約 書

（指定管理者）（以下「発注者」という。）と (以下｢受注者｣という。)は、

（施設名）で使用する電気の供給に関し、次の条項により需給契約（以下「本契約」という。）

を締結するほか、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、これを履行するものとする。

(契約の目的)

第１条 受注者は、本契約の条項に従って、発注者に対し、発注者が使用する電気を継続して安定供給

するものとし、発注者は、この契約の条項に従って当該電気の供給を受け、自己の必要に応じて使用

しその対価を受注者に払うものとする。

(供給内容)

第２条 供給内容は、次のとおりとする。

（１）契約電力

（施設ごとに、その１月の最大需要電力と前１１月の 別紙「仕様書」及び

最大需要電力の内、いずれか大きい値とする。） 「対象施設の情報一覧」のとおり

（２）供給仕様等

（３）需要場所

(契約金額)

第３条 契約金額は次のとおりとする。（消費税及び地方消費税を含む。）

（１）基本料金単価 金 円（１キロワット、１月当たり）

（２）電力量料金単価（夏季：７～９月） 金 円（１キロワット時当たり）

（その他季） 金 円（１キロワット時当たり）

(契約期間)

第４条 契約期間は次のとおりとする。

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間とする。

(契約保証金)

第５条 発注者は財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）第１００条第１項第３号の規定により、

受注者が納付すべき契約保証金を免除する。

(権利義務譲渡の禁止)

第６条 受注者は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(供給の保証)

第７条 受注者が旧一般電気事業者との接続供給契約により電気の供給を行う場合は、託送供給等約款

で定める料金は受注者が負担するものとする。

(使用電力量の増減)

第８条 使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。

(単位及び端数処理)

第９条 本契約において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

（１）契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は小数点以下第１位を四捨五

入する。

（２）使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位を四捨五入する。

（３）力率の単位は、１パーセントとし、その端数は小数点以下第１位を四捨五入する。

（４）料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は切り捨てる。

(計量及び検査)

第１０条 計量日は原則として毎月１日午前 0：00（「計量日」という。）に行うこととし、使用電力量

等を計量し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。



(料金の算定)

第１１条 料金の算定期間は毎月１日０時から末日２４時とし、計量器に記録される発注者が使用した

電力量及び最大需要電力等の数値により、使用電力量等による算定を行う。

(代金の支払い等)

第１２条 受注者は、第１０条に定めた検査終了後、仕様書に定める各需要場所の契約電力に第３条各

項の（１）に定める契約金額（基本料金単価）を乗じて得た金額（以下「基本料金」という。）に力率

割引または割増しするものとし、当該月における使用電力量に第３条各項の（２）に定める契約金額

（電力量料金単価）を乗じて得た金額を合計した金額に燃料費調整額及び市場価格調整額を差し引き

または加えるものとし、再生可能エネルギー発電促進賦課金については加えるものとし、算定した料

金を１月毎に発注者に速やかに請求するものとする。

２ 前項の燃料費調整額及び市場価格調整額の算定方法は、需要場所を管内とする旧一般電気事業者が

定める入札時における電気供給条件によるものとする。

３ 発注者は、第１項に基づく適正な支払請求書を受理した日から３０日以内に契約金額を支払うもの

とする。

４ 請求は対象施設一括ではなく、施設ごとに受注者が請求書を作成し、発注者が別途指定する送付先

に送付するものとする。

(再生可能エネルギー発電促進賦課金)

第１３条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は、需要場所を管

内とする旧一般電気事業者が定める電気供給条件による。

(機密の保持)

第１４条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。なお、受注者は、本契

約終了後においてもこの責任を負うものとする。

(契約の解除)

第１５条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその

履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽

微であるときは、この限りでない。

（１）受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで電気の供給をする見込みがないと発注者が認め

たとき。

（２）受注者が正当な事由により解約を申し出たとき。

（３）本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。

（４）前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。

第１５条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約

を解除することができる。

（１）法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。

（２）受注者又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達すること

ができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。

（３）受注者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、

この契約の入札に関して地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項第

２号に該当すると認めたとき。

第１５条の３ 発注者は、第１５条各号又は前条各号に規定する場合が発注者の責に帰すべき理由に

よるものであるときは、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

２ 発注者は、前２条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができ

る。

３ 前２条の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損

害の賠償を請求することはできない。

(暴力団等の排除)

第１６条 発注者は、第１８条第１項の意見を聴いた結果、受注者が次の各号のいずれかに該当する者

（以下「暴力団等」という）であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除す

るものとする。

（１）暴力団排除条例（平成２２年兵庫県条例第３５条）第２条第１号に規定する暴力団及び第３号に

規定する暴力団員



（２）暴力団排除条例施行規則（平成２３年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力

団及び暴力団員と密接な関係を有する者

２ 前条第３項の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。

第１７条 受注者は、本契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を

受注者としてはならない。

２ 受注者は、本契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団

等であると判明したときは、当該受注者との契約を解除しなければならない。

第１８条 発注者は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。

（１）受注者が暴力団であるか否かについて、兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。

（２）前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずる

ために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。

第１９条 受注者は、本契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求（以下「不当

介入」という。）を受けたときは、発注者にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等

に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合におい

て、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。

(適正な労働条件の確保)

第２０条 受注者は、本契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条

件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。

(個人情報の保護)

第２１条 受注者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特

記事項」を守らなければならない。

(賠償の予約)

第２２条 受注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用

していた者が、本契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、契約期間に係る予定使用量電

力量に第３条に定める契約単価（電力量料金単価）を乗じて得た額に第２条に定める契約電力に第３

条に定める契約単価（基本料金単価）を乗じて得た額を加算した額の１０分の２に相当する額を賠償

金として発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同

様とする。

（１）刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６による刑が確定したとき。

（２）刑法第１９８条による刑が確定したとき。

（３）公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。

以下「独占禁止法」という。）第６１条第１項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排

除措置命令に対し、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項の規定により抗告

訴訟を提起した場合を除く。

（４）公正取引委員会が、独占禁止法第６２条第１項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただ

し、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項の規定に

より抗告訴訟を提起した場合を除く。

（５）前２号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

２ 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注

者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(違約金)

第２３条 天災その他不可抗力の原因又は第１５条第１項第２号の規定によらないで本契約が解除さ

れた場合は、受注者は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第３条に定める契

約単価(電力量料金単価)を乗じて得た額に第２条に定める契約電力に第３条に定める契約単価(基本

料金単価)を乗じて得た額を加算した額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する

期間内に発注者に支払わねばならない。

ただし、この契約を解除した場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責に帰する

ことができない理由によるものであるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第２４条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害が生じたときは、受注者に対して、

その損害の賠償を求めることができる。



(環境配慮義務)

第２５条 受注者は、契約期間中の電力を供給するにあたり「兵庫県の電力の調達に係る環境配慮方

針」に基づき、既定された「兵庫県環境に配慮した電力調達契約評価基準」（別表１）「以下、

「基準」という。」の各項目の合計が７０点以上であり、かつ「再生可能エネルギー電気の利用の

促進に関する特別措置法」附則第４条の規定による廃止前の「電気事業者による新エネルギー等の

利用に関する特別措置法」（以下、「新エネルギー特別措置法」という。）第８条第１項の勧告を

受けないよう努めること。

２ 受注者の基準における各項目の合計値が７０点未満となった場合、発注者および受注者は環境配

慮方針について協議する。

３ 新エネルギー特別措置法による勧告を受けた場合、発注者および受注者は協議する。

(事情の変更)

第２６条 本契約の締結後、予期することのできない経済情勢の変動等により契約金額が著しく不当と

認められる事情が生じたときは、発注者、受注者協議の上、契約金額その他の契約内容を変更するこ

とができるものとする。

(協議)

第２７条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、発注者、

受注者協議の上解決するものとする。

この契約締結の証として本書２通を作成し、発注者受注者おのおのその１通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 （指定管理者住所）

（指定管理者名）

印

受注者

印


